
改正概要

1 改正理由

・国の令和７年度補正予算において、農村整備事業の割当があり、新たに団体営農村整備事業

（農道・集落道整備事業）を実施することになったため、高知県耕地関係事業補助金交付要

綱を変更する。

2 主な改正箇所

・別表第１ 農村整備事業費補助金に農村整備事業（農道・集落道整備事業）を追記

・別表第５ 土地改良事業関係補助金交付要綱に基づく変更事項を追記

※本文は追記無し、様式は変更無し


